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航空保安業務処理規程 第４ 運航情報業務処理規程 Ⅱ 運航援助情報業務 （Ⅴ）運航監督 Ａ 運航許可等 一部改正 新旧対照表 

改正案 現行 

（Ⅴ）運航監督 

Ａ 運航許可等 

１～８ （略） 

（Ⅴ）運航監督 

Ａ 運航許可等 

１～８ （略） 

９ 法第７９条ただし書の規定による許可事務（場外離着陸場における離着陸の許可） 

 本条は、航空機が飛行場以外の場所（以下本条において「離着陸場」という。）において離陸し、又は着

陸する場合の法第７９条ただし書の規定による許可事務について規定する。 

（１）（略） 

（２）申請 

ａ 申請は、当該離着陸場のある場所を管轄区域とする空港事務所長（以下本条において「管轄事務所長」

という。）に対し、所定の事項を記載した申請書を提出することにより行わせなければならない。なお、

申請は様式６－１０により行わせることができる。 

ｂ ａの規定にかかわらず、垂直離着陸飛行機又は回転翼航空機に係る申請であって、緊急を要するものに

ついては、以下の区分によりファクシミリ又は電話により申請させることができる。 

（ａ）ファクシミリによる申請 

ア 事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合 

イ 事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合 

ウ 公的業務遂行のため緊急を要する場合 

エ その他特に緊急を要する場合 

（ｂ）電話による申請 

ア 「事故及び災害」が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号の「災害」にあたる

場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支援活動をする必要がある場合 

イ 緊急着陸後の再離陸を行う場合 

（ｂ）の場合にあっては、氏名、使用機材、飛行目的、離着陸の場所、その周辺状況等を記録簿（様

式６－１０－１）に記録するとともに、速やかに申請書を提出させなければならない。 

また、緊急着陸後の再離陸を行う場合は、事後に再離陸に至った状況を報告させなければならない。 

 

ｃ ａ及びｂの規定にかかわらず、災害対策基本法第２４条第１項に基づく非常災害対策本部が設置された

場合、同法第２８条の２第１項に基づく緊急災害対策本部が設置された場合その他航空局長が必要と認め

た場合については、別に定める「災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領」（平

成２３年１０月２０日付、国空航第３０５号）に従うものとする。この場合であっても、必要事項をｂ（ｂ）

イに定める記録簿に記録するとともに、後日申請書を提出させなければならない。 

ｄ ａからｃまでの規定にかかわらず、航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物

９ 法第７９条ただし書の規定による許可事務（場外離着陸場における離着陸の許可） 

 本条は、航空機が飛行場以外の場所（以下本条において「離着陸場」という。）において離陸し、又は着

陸する場合の法第７９条ただし書の規定による許可事務について規定する。 

（１）（略） 

（２）申請 

ａ 申請は、当該離着陸場のある場所を管轄区域とする空港事務所長（以下本条において「管轄事務所長」

という。）に対し、所定の事項を記載した申請書を提出することにより行わせなければならない。なお、

申請は様式６－１０により行わせることができる。 

ｂ ａの規定にかかわらず、回転翼航空機に係る申請であって、緊急を要するものについては、以下の区分

によりファクシミリ又は電話により申請させることができる。 

 

（ａ）ファクシミリによる申請 

ア 事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合 

イ 事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合 

ウ 公的業務遂行のため緊急を要する場合 

エ その他特に緊急を要する場合 

（ｂ）電話による申請 

ア 「事故及び災害」が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号の「災害」にあたる

場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支援活動をする必要がある場合 

イ 緊急着陸後の再離陸を行う場合 

氏名、使用機材、飛行目的、離着陸の場所、その周辺状況等を記録簿（様式６－１０－１）に記録す

るとともに、速やかに申請書を提出させなければならない。 

また、緊急着陸後の再離陸を行う場合は、事後に再離陸に至った状況を報告させなければならない。 

ｃ ａ及びｂの規定にかかわらず、災害対策基本法第２４条第１項に基づく非常災害対策本部が設置された

場合、同法第２８条の２第１項に基づく緊急災害対策本部が設置された場合その他航空局長が必要と認め

た場合については、別に定める「災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領」（平

成２３年１０月２０日付、国空航第３０５号）に従うものとする。この場合であっても、必要事項をｂ（ｂ）

イに定める記録簿に記録するとともに、後日申請書を提出させなければならない。 

ｄ ａからｃまでの規定にかかわらず、航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物
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改正案 現行 

（本邦の領域内に在るものに限る。）において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものは地方航

空局長に対し、公海上にある船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものは

国土交通大臣に対し申請させなければならない。 

ｅ～ｆ （略）  

ｇ ａの申請書には、ｂからｄまでの場合を除き、離着陸場の略図として次のものを添付させなければなら

ない。 

（ａ）離着陸地帯（特定の方向に向かって行う航空機の離陸又は着陸の用に供するため設けられる離着陸場

内の区域をいう。以下本条において同じ。）の実測図（接地帯（垂直離着陸飛行機及び回転翼航空機の

離着陸地帯の一部であって、離陸のための浮揚又は着陸のための接地を行うのに必要な区域をいう。 以

下本条において同じ。）、安全区域（離着陸地帯からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために必要

な区域をいう。以下本条において同じ。）又はProtected Side Slope（以下本条において「PSS」とい

う。）（離着陸時における横方向の不測の挙動に対処するため、離陸方向又は着陸方向の側面の空間を

保護する表面をいう。以下本条において同じ。）を設ける場合には、その実測図を含む。） 

（ｂ）離着陸地帯の最近の路面の状況（てん圧及び整地の程度、横断及び縦断こう配、凹凸及びき裂の有無、

土質等）を示す図 

（ｃ）進入区域、転移表面の投影図及び場周飛行を行う範囲内の障害物の位置及び高さを示す図  

（ｄ）人又は家屋の密集の程度を示す図 

ｈ・ｉ （略） 

（本邦の領域内に在るものに限る。）において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものは

地方航空局長に対し、公海上にある船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機

に係るものは国土交通大臣に対し申請させなければならない。 

ｅ～ｆ （略）  

ｇ ａの申請書には、ｂからｄまでの場合を除き、離着陸場の略図として次のものを添付させなければなら

ない。 

（ａ）離着陸地帯（特定の方向に向かって行う航空機の離陸又は着陸の用に供するため設けられる離着陸場

内の矩形部分をいう。以下本条において同じ。）の実測図（接地帯（回転翼航空機の離着陸地帯の一部

であって、離陸のための浮揚又は着陸のための接地を行うのに必要な区域をいう。 以下本条において同

じ。）を設ける場合には、その実測図を含む。） 

 

 

 

（ｂ）離着陸地帯の最近の路面の状況（てん圧及び整地の程度、横断及び縦断こう配、凹凸及びき裂の有無、

土質等）を示す図 

（ｃ）進入区域、転移表面の投影図及び場周飛行を行う範囲内の障害物の位置及び高さを示す図  

（ｄ）人又は家屋の密集の程度を示す図 

ｈ・ｉ （略） 

（３）許可基準  

飛行目的を有効に達成するため、当該離着陸場を使用することがやむを得ない場合であって、かつ、当該

離着陸場が次に掲げるａ及びｂの基準に適合すると認められる場合に限り許可することができるものとす

る。  

なお、本条の許可は、これにより被許可者に対し土地の使用権を取得させるものではないため、他人の土

地を離着陸場として使用するときは、その土地の所有者又は管理者の承諾が必要であることは当然のことで

あるので、許可に当たっては、申請者に対して当該土地を使用する権限を有していることを確認の上、許可

するものとする。  

ａ 離着陸地帯等の要件  

 （削る） 

 

（ａ）飛行機（垂直離着陸飛行機を除く。）の離着陸の用に供する場合 

離着陸地帯等の規格は、法及び施行規則に定める設置基準又は次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

（略） 

 

（ｂ）回転翼航空機（マルチローターを除く。）の離着陸の用に供する場合 

離着陸地帯等の規格は、法及び施行規則に定める設置基準又は次に掲げる基準に適合するものでなければ

（３）許可基準  

飛行目的を有効に達成するため、当該離着陸場を使用することがやむを得ない場合であって、かつ、当該

離着陸場が次に掲げるａ及びｂの基準に適合すると認められる場合に限り許可することができるものとす

る。  

なお、本条の許可は、これにより被許可者に対し土地の使用権を取得させるものではないため、他人の土

地を離着陸場として使用するときは、その土地の所有者又は管理者の承諾が必要であることは当然のことで

あるので、許可に当たっては、申請者に対して当該土地を使用する権限を有していることを確認の上、許可

するものとする。  

ａ 離着陸地帯等の要件  

離着陸地帯等の規格は、法及び施行規則に定める設置基準又は次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。  

（ａ）飛行機の離着陸の用に供する場合  

 （新設） 

 

（略） 

 

（ｂ）回転翼航空機の離着陸の用に供する場合 

（新設） 
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改正案 現行 

ならない。 

ア～ウ （略） 

 

（ｃ）垂直離着陸飛行機又はマルチローターの離着陸の用に供する場合 

 離着陸地帯等の規格は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

離着陸地帯 位置及び方向 （ａ）に同じ。 

長さ及び幅 長さ及び幅は、使用機の飛行規程等に規定されている値又はＤ’値 

（垂直離着陸飛行機又はマルチローターが離陸又は着陸態勢にあ

り、回転翼又はプロペラが回転している場合、水平面上で当該機の投

影面（回転翼又はプロペラの回転範囲を含む。）を包括する最小円の

直径（別図９）をいう。以下本条において同じ。）の１．５倍のいず

れか大きい値以上であること。 

強度は使用機の運航に十分耐える強度を有するものであること。 

形状については、別図１０のとおりとする。 

表面 十分に平坦であり、最大縦断こう配及び最大横断こう配は２％であ

ること。 

接地帯 長さ及び幅は、使用機の飛行規程等に規定されている値又はＤ’値の

０．８３倍のいずれか大きい値以上であること。 

表面は十分に平坦であり、最大縦断こう配及び最大横断こう配は

２％であること。 

強度は使用機の運航に十分耐える強度を有するものであること。 

形状については、別図１０のとおりとする。 

ただし、離着陸に際し離着陸地帯に接地しない場合は、接地帯は不要

とすることができる。 

安全区域 範囲は、離着陸地帯の縁から３メートル又は使用機のＤ’値の０．２５倍のいずれか

大きい値以上であること。 

表面のこう配は、離着陸地帯から外側に向かって低くなる場合は可能な限り航空機の

損傷を軽減できるこう配であるか、外側に向かって高くなる場合は 4％以下であるこ

と。形状については、別図１０のとおりとする。 

PSS 転移表面を不要とする場合は、１分の１のこう配を有する別図１１に示す PSS を少な

くとも一つ設定し、PSSの上に出る高さの物件がないこと。なお、安全区域端を同表面

の底辺とする。 

進入区域及び

進入表面 

進入区域及び進入表面は、原則として別図１２のとおりとする。なお、安全区域が円形

の場合は、安全区域の直径と同じ長さで、進入方向に直交して安全区域の円に外接す

る直線を進入表面の底辺とする。ただし、進入経路と出発経路が同一方向に設定でき

ない場合は、別図１３によることができる。 

進入表面は、原則として８分の１以下とし、同表面の上に出る高さの物件がないこと。

使用機の性能に応じ進入区域の長さを短縮する場合にあっては、進入表面のこう配は、

進入表面の内側底辺を含む水平面から進入表面の外側底辺を含む水平面までの高さが

１５２．５ｍとなる進入表面のこう配以下とする。 

 

ア～ウ （略） 

    

 （新設） 
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改正案 現行 

転移表面 転移表面は、２分の１以下のこう配を有する別図１２に示す表面とし、転移表面の上

に出る高さの物件がないこと。なお、安全区域が円形の場合は、進入方向に平行して安

全区域の円に外接する直線を転移表面の底辺とする。ただし、離着陸に際して横方向

への移動が計画されない場合は、転移表面は不要とすることができる。 

ｂ 安全対策等の要件 

安全対策としては、次の措置が講じられていなければならない。なお、騒音、砂塵等による被害のおそれ

もあるので地元の了解を得るよう指導することが望ましい。 

（ａ）標識等の設置 

ア 飛行機（垂

直離着陸飛行

機を除く。）の

用に供する場

合 

離着陸地帯には、離着陸を行う飛行機が明瞭に視認できる滑走路中心線標識、滑走路

末端標識及び滑走路縁標識が設けられ離着陸地帯の近傍に風向指示器が設置されてい

ること（ただし、設置することが著しく困難である場合にはこの限りではない。）。 

イ 回転翼航

空機（マルチロ

ー タ ー を 除

く。）の用に供

する場合 

離着陸地帯には、離着陸を行う回転翼航空機が明瞭に視認できる離着陸地帯の境界線

を示す標識及び接地帯標識（(1)b(a)イ及びウならびに(1)b(b)イ(イ)に規定する場合

に限る。）が設けられ、離着陸地帯の近傍にできる限り風向指示器が設置されている

こと（ただし、設置することが不可能又は著しく困難である場合にはこの限りではな

い。）。 

夜間において離着陸する場合には、灯火施設を別表１のとおり配置及び点灯すること。

ただし、(1)b(a)ウに規定する場合にあっては、境界灯は接地帯の周囲に配置すること。 

ウ 垂直離着

陸飛行機又は

マルチロータ

ーの用に供す

る場合 

離着陸地帯には、離着陸を行う垂直離着陸飛行機又はマルチローターが明瞭に視認で

きる離着陸地帯及び接地帯の境界線を示す標識が設けられ、離着陸地帯の近傍にでき

る限り風向指示器が設置されていること。（ただし、設置することが不可能又は著し

く困難である場合にはこの限りではない。） 

夜間において離着陸する場合には、灯火施設を別表２のとおり配置及び点灯すること。

なお、離着陸地帯内に配置する場合は、離着陸地帯内の最高点の高さから5cmの高さ、

安全区域内に配置する場合は、離着陸地帯内の最高点の高さから25cmの高さに対して

突出させないこと。 

（ｂ）～（ｅ） （略） 

ｂ 安全対策等の要件 

安全対策としては、次の措置が講じられていなければならない。なお、騒音、砂塵等による被害のおそれ

もあるので地元の了解を得るよう指導することが望ましい。 

（ａ）標識等の設置 

ア 飛行機の

用に供する場

合 

 

 

離着陸地帯には、離着陸を行う飛行機が明瞭に視認できる滑走路中心線標識、滑走路

末端標識及び走路縁標識が設けられ離着陸地帯の近傍に風向指示器が設置されている

こと（ただし、設置することが著しく困難である場合にはこの限りではない。）。 

イ 回転翼航

空機の用に供

する場合 

離着陸地帯には、離着陸を行う回転翼航空機が明瞭に視認できる離着陸地帯の境界線

を示す標識及び接地帯標識（(1)b(a)イ及びウならびに(1)b(b)イ(イ)に規定する場合

に限る。）が設けられ、離着陸地帯の近傍にできる限り風向指示器が設置されている

こと（ただし、設置することが不可能又は著しく困難である場合にはこの限りではな

い。）。 

夜間において離着陸する場合には、灯火施設を別表のとおり配置及び点灯すること。

ただし、(1)b(a)ウに規定する場合にあっては、境界灯は接地帯の周囲に配置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）～（ｅ） （略） 

 

（４）許可期間 

ａ 飛行機（垂直離着陸飛行機を除く。）に係るものについては、原則として１５日以内とする。 

ｂ ａの規定にかかわらず、（３）の許可基準に規定された事項について状況変化が少ないと認められる場

合は、１月を限度として包括的に許可することができる。 

ｃ 垂直離着陸飛行機又は回転翼航空機に係るものについては、原則として３ヶ月以内とする。 

ｄ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）に係るものであって、当該離着陸場において６月以上の許可

（４）許可期間 

ａ 飛行機に係るものについては、原則として１５日以内とする。 

ｂ ａの規定にかかわらず、（３）の許可基準に規定された事項について状況変化が少ないと認められる場

合は、１月を限度として包括的に許可することができる。 

ｃ 回転翼航空機に係るものについては、原則として３ヶ月以内とする。 

ｄ 回転翼航空機に係るものであって、当該離着陸場において６月以上の許可実績があり、その間安全上の
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実績があり、その間安全上の問題を生じていない場合であって、次の要件を全て満足する場合には６月を

限度とし包括的に許可することができる。 

（ａ）同一の飛行目的により同一場所において離着陸を行うものであること。 

（ｂ）使用前に、現況点検表を用いて申請時から状況の変化がないことを確認することとなっていること。 

（ｃ）許可期間内であっても申請時から状況の変化があった場合には速やかに報告し、改めて申請を行うこ

ととなっていること。 

ｅ 前各項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、１年を限度とし包括的に許可することができる。

ただし、(ｃ)及び（ｄ）については垂直離着陸飛行機又はマルチローターを除く。 

（ａ）当該離着陸場において飛行場に準じた管理が行われている場合 

（ｂ）次の要件を全て満足する場合。ただし、回転翼航空機（マルチローターを除く。）に係るものについ

ては、ア及びイの要件を除く。 

ア 当該離着陸場が市街地にないこと。 

イ 当該離着陸場において３月以上の許可実績があり、その間安全上の問題を生じていないこと。 

ウ 管理者（離着陸が行われる期間、当該場所において、離着陸地帯等の保守・管理を行う者をいう。）

が存し、離着陸のための適正な管理を維持する体制がとられていること。 

エ （３）の許可基準に規定された基準について状況変化が少ないと認められること。 

（ｃ）回転翼航空機に係るものであり、かつ、災害時（災害時を想定した訓練を実施する場合を含む。）に

限定して使用する場合。ただし、使用前に、現況点検表を用いて申請時から状況の変化がないことを確

認することとなっていること。 

（ｄ）航空運送事業者若しくは航空機使用事業者が、運航規程等において空港等以外の場所で離着陸を行う

場合の方法等を定めている場合又は国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察若しくは地方公共団体

の消防機関が、航空局長が適切であることを確認している運航マニュアルに従った、空港等以外での離

着陸を行う場合。 

 

問題を生じていない場合であって、次の要件を全て満足する場合には６月を限度とし包括的に許可するこ

とができる。 

（ａ）同一の飛行目的により同一場所において離着陸を行うものであること。 

（ｂ）使用前に、現況点検表を用いて申請時から状況の変化がないことを確認することとなっていること。 

（ｃ）許可期間内であっても申請時から状況の変化があった場合には速やかに報告し、改めて申請を行うこ

ととなっていること。 

ｅ 前各項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、１年を限度とし包括的に許可することができる。 

 

（ａ）当該離着陸場において飛行場に準じた管理が行われている場合 

（ｂ）次の要件を全て満足する場合。ただし、回転翼航空機に係るものについては、ア及びイの要件を除く。 

ア 当該離着陸場が市街地にないこと。 

イ 当該離着陸場において３月以上の許可実績があり、その間安全上の問題を生じていないこと。 

ウ 管理者（離着陸が行われる期間、当該場所において、離着陸地帯等の保守・管理を行う者をいう。）

が存し、離着陸のための適正な管理を維持する体制がとられていること。 

エ （３）の許可基準に規定された基準について状況変化が少ないと認められること。 

（ｃ）回転翼航空機に係るものであり、かつ、災害時（災害時を想定した訓練を実施する場合を含む。）に

限定して使用する場合。ただし、使用前に、現況点検表を用いて申請時から状況の変化がないことを確

認することとなっていること。 

（ｄ）航空運送事業者若しくは航空機使用事業者が、運航規程等において空港等以外の場所で離着陸を行う

場合の方法等を定めている場合又は国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察若しくは地方公共団体

の消防機関が、航空局長が適切であることを確認している運航マニュアルに従った、空港等以外での離

着陸を行う場合。 

 

（５）許可手続 

ａ 離着陸地帯等の現地踏査の実施等 

（ａ）飛行機（垂直離着陸飛行機を除く。）の離着陸の用に供する離着陸場について最初に許可を行う場合

には、現地踏査を実施し、許可基準に適合するか否かについて確認を行うものとする。 

（ｂ）（ａ）の場合以外の場合であっても、処分の適正を期するため必要があると認められるときは、現地

踏査の実施、現場写真の提出等の方法により離着陸場が許可基準に適合することについて確認を行うも

のとする 

 

ｂ～ｃ （略） 

 

（５）許可手続 

ａ 離着陸地帯等の現地踏査の実施等 

（ａ）飛行機の離着陸の用に供する離着陸場について最初に許可を行う場合には、現地踏査を実施し、許可

基準に適合するか否かについて確認を行うものとする。 

（ｂ）（ａ）の場合以外の場合であっても、処分の適正を期するため必要があると認められるときは、現地

踏査の実施、現場写真の提出等の方法により離着陸場が許可基準に適合することについて確認を行うも

のとする 

 

ｂ～ｃ （略）   

 

別図―１ 飛行機（垂直離着陸飛行機を除く。）の場合の離着陸地帯の有効長及び必要滑走路長略図 

（ ９－（３）－ａ－（ａ） ） 

（略） 

別図―１ 飛行機の場合の離着陸地帯の有効長及び必要滑走路長略図 

（ ９－（３）－ａ－（ａ） ） 

（略） 

別図―２ 飛行機（垂直離着陸飛行機を除く。）の場合の進入区域、進入表面、転移表面略図 

（ ９－（３）－ａ－（ａ） ） 

（略） 

別図―２ 飛行機の場合の進入区域、進入表面、転移表面略図 

（ ９－（３）－ａ－（ａ） ） 

（略） 

別図―３ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 別図―３ 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 
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（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－ア） 

（略） 

（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－ア） 

（略） 

別図―４ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－アただし書き－進入区域、進入表面の変形） 

（略） 

別図―４ 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－アただし書き－進入区域、進入表面の変形） 

（略） 

別図―５ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の転移表面の略図 

（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－アただし書－転移表面） 

（略） 

別図―５ 回転翼航空機の場合の転移表面の略図 

（ 一般９－（３）－ａ－（ｂ）－アただし書－転移表面） 

（略） 

別図―６ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 特殊地域９－（３）－ａ－（ｂ）－イ） 

（略） 

別図―６ 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 特殊地域９－（３）－ａ－（ｂ）－イ） 

（略） 

別図－７ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 特殊地域９－（３）－ａ－（ｂ）－イ ただし書） 

（略） 

別図－７ 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

（ 特殊地域９－（３）－ａ－（ｂ）－イ ただし書） 

（略） 

別図―８ 回転翼航空機（マルチローターを除く。）の場合の進入区域、進入表面、仮想離着陸地帯の略図 

（ 防災対応離着陸場９－（３）－ａ－（ｂ）－ウ） 

（略） 

別図―８ 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、仮想離着陸地帯の略図 

（ 防災対応離着陸場９－（３）－ａ－（ｂ）－ウ） 

（略） 
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別表２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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図１～６ （略） 図１～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

１０～１６ （略） １０～１６ （略） 

Ｂ 外国航空機に係る立入検査（ランプインスペクション）の実施 （略） Ｂ 外国航空機に係る立入検査（ランプインスペクション）の実施 （略） 
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様式１－１ ～ 様式５ （略） 様式１－１ ～ 様式５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

改正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

改正案 現行 

様式６－２ ～ 様式６－９ （略） 様式６－２ ～ 様式６－９ （略） 
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様式６－１２ ～ 様式７ （略） 様式６－１２ ～ 様式７ （略） 

 


